
1

新型コロナウィルスによる
雇用関係助成金

緊急対応期間
令和２年４月１日から令和２年６月３０日

における休業などに適用
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雇用調整助成金とは（コロナ特例以前）

コロナウィルスの影響で、仕事が減少した・売り上げが大きく落ち込んでしま
った！でも雇用は維持したい。

従業員30名を10日間休ませざる負えない場合

会社の前年平均給与（日給）15000円の場合、休業手当の支給割合が60％
であった場合。この場合の助成額は、15000円×60％＝9000円⇒この額の
約67％（２／３）が助成されます（中小企業の場合）。

３０名×６０００円×１０日＝1,800,000
国から支給されます。



主な支給要件
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１、事前に休業計画を立て労働局へ登録する。

コロナ特例
⇒1月24日以降開始の休業は、事後登録でＯＫ。

２、売上が前年同期比10％以上ダウン
コロナ特例
⇒比較対象は、前年同月（1か月）でＯＫ（従来は3か月）
⇒売り上げダウンは５％以上でＯＫ

３、残業相殺（助成金支給から残業分を差し引く）
コロナ特例
⇒4月1日以降開始の休業は、残業相殺停止
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主な支給要件

４、雇用保険未加入者の扱い
コロナ特例
⇒ 雇用保険未加入者も対象になります。つまり雇用保険

被保険者でない労働者（週２０時間未満のパート、
アルバイト等）も対象になります。
但し、支給申請における助成金額の計算方法が保険
加入者のそれとは異なります。

５、短時間休業について
コロナ特例
⇒常勤社員、非常勤社員にかかわらず、短時間休業を
行った場合にも、休業時間数は助成金対象となります。
但し、短時間休業を行う単位として、事業所単位又は
職種単位もしくはシフト単位で行うことが必要になります。



コロナ特例の助成金支給率
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休業補償への助成率がアップ
従来は中小企業で２／３（約６７％）大企業で１／２

⇒コロナ特例

●中小企業で９／１０（９０％）または４／５（８０％）

●大企業で２／３（６７％）または３／４（８０％）

※ 但し、対象労働者１人１日当たり ８，３３０円が上限です。
（令和２年３月１日現在）



緊急対応期間中の受給額

コロナウィルスの影響で、仕事が減少した・売り上げが大きく落ち込んでしま
った！でも雇用は維持したい。

従業員30名を10日間休ませざる負えない場合

会社の前年平均給与（日給）15000円の場合、休業手当の支給割合が60％
であった場合。この場合の助成額は、15000円×60％＝9000円⇒この額の
約90％（または80％）が助成されます。

３０名×8100円（９０％の場合）×１０日＝2,430,000

国から支給されます。

実際に支払った休業手当の額とは連動しないことに注目

重要 但し、雇用保険被保険者
は連動します。



7

受給額の計算方法（雇用保険被保険者）
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受給額の計算方法（雇用保険被保険者以外）



9

休業の具体的
な内容を検討。

労使間で休業
について協定
を締結。

雇用調整の計
画の内容につ
いて計画届を
提出。

※提出は休業
前後どちらでも
可。

計画に基づき、
休業の実施。

休業の実績に
基づき、支給
申請。
※必要書類を
添付。
※「支給対象
期間」ごとに申
請。
※申請期限：「
支給対象期間
」の末日の翌
日から2ヵ月以
内。

支給決定額の
振込。

受給手続きの流れ
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このほかにも、必要

書類の提出依頼が

ある場合もあり。



そのほか知っておきたいこと
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教育訓練加算

休業期間中教育訓練を実施した場合、助成金は、ひとり１日につき、中小企業で
２４００円、大企業で１８００円が追加支給されます。（コロナ特例、金額追加措置）

＊研修ということは、業務として給与は100％支給。

＊雇用保険被保険者のみが対象になります。

＊自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象になります（コロナ特例）

＊対象になる研修：職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させるこ
とを目的とする教育、訓練、講習等であって、かつ、受講者を当該受講日に業務（
本助成金の対象となる教育訓練を除く）に就かせないものであること

支給限度日数

緊急対応期間に実施した休業は、１年間に１００日の支給限度日数とは別枠で
活用できる。
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小学校休校等対応助成金

コロナウィルスの影響で、小学校等の子の世話の為に１０日間
出勤できなかった、という社員がいる。

出勤できなかった社員の給与全額（上限８３３０円／日）が助成
される。対象期間は 令和２年２月２７日から６月３０日

国から支給されます。

支払った給与100,000円⇒うち83,300円
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小学校休校等対応助成金

全て コロナ特例

１、年次有給休暇とは別に付与するものであること

２、給与は全額支給であること
雇用調整助成金とは異なる。

３、就業規則の改定は不要

４、雇用保険被保険者以外の社員も対象になる。

５、半日単位・時間単位休暇も対象になる。



Copyright(C) 2020 Human Skill consulting All rights reserved.

14

小学校休校等対応助成金

受給までのステップ

１、「子の世話休」を特別休暇とすることを周知

２、すでに取得した年次有給休暇・欠勤の
遡及扱いも可能

３、申請書の提出（企業単位）

４、小学校休校等対応助成金の入金。
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ご清聴ありがとうございました

社会保険労務士法人
ヒューマンスキルコンサルティング

代表社員 林 正人

〒1050004 東京都港区新橋5－25－3 第2一松ビル3階
TEL 03－6435－7075 (携帯）070-6518-8840
FAX 03-6435－7076
メールアドレス：mh591008@crest.ocn.ne.jp
HP アドレス： http://www.hayashi-consul-sr.com/

御礼
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